
令和８年度 農作業労働賃金標準額 
相馬市農業委員会 

今年度の農作業労働賃金標準額を定めましたので、目安としてご利用ください。（消費税含む。） 

なお、契約にあたっては委託者、受託者の双方で充分な協議をしたうえで契約して下さい。 

【日 雇 作 業】 

【動力による請負作業】 

１ 圃場条件は、基盤整備後の６０ａ区画を標準にしています。 

２ 圃場条件（未整理地、湿地、傾斜、点在田、遠距離地、倒伏田等）を勘案する場合や、燃料費の 

 著しい変動があった場合等調整が必要な場合は、双方で協議のうえ決定してください。 

 

作  業  名 単 位 金  額 摘      要 

耕 起 
ロータリー １０ａ ６，８９０円 １番耕６，８９０円 ２番耕４，８２３円 

プ ラ ウ １０ａ ８，０００円  

畦ぬり機による畦ぬり １ｍ ６１円 角ぬりを含まず機械ぬりのみとする。 

溝  き  り １０ａ １，５７０円 ３０ａ当たり溝きり４本を標準とする。 

畦 畔 草 刈 り １時間 １，６６０円 

（肩掛け・背負い式）機械、燃料代含む。自走式

は双方で協議。のり面が５０ｃｍ以上の場合、 

1時間当たり４３０円を加算。 

代  か  き １０ａ ７，５２０円 荒代及び植代ならしまで。 

 ブロードキャスター 

に よ る 施 肥 
１０ａ １，２９０円 肥料は委託者が、ほ場まで運搬。 

育     苗 １箱 ８６９円 

種籾消毒、種籾代含む、マット方式苗。 

委託者宅まで運搬する場合、運搬料を双方協議の

うえ別途加算。 

田植機による田植 １０ａ ７，４７０円 

角植を含む。育苗とセット委託以外は、苗の運搬

料を双方協議のうえ別途加算。側条施肥の場合は

１，７００円を料金に加算。ただし、肥料代は含

まず委託者が現場持込み。 

コンバインによる刈取 １０ａ ２１，６６０円 

ワラ結束の場合は１０ａにつき３，３００円を加

算。角刈、籾運搬も含む。ただし、特に不便なほ

場についての生籾は、委託者側で車のきく場所ま

で搬出。また、委託者が籾乾燥施設まで運搬した

場合１，６５０円引き。 

籾乾燥～籾摺まで ６０kg １，９４０円 

生籾の基準水分は２５％。自家用飯米等の場合は、

農協並みの運搬料金加算。 

生産くず米も乾燥及び籾摺料金を徴収。コンバイ

ンとセットの場合、水分基準は設けない。 

籾乾燥のみは１，１３０円。 

籾     摺 ６０kg ７００円 
オペレーター以外の補助労力及び籾殻の始末は委

託者側とする。 

色 彩 選 別 ６０kg １，０２０円 一連作業の場合は７７０円。 

防 除 

動力散布機 １０ａ １，０３０円 

薬剤は委託者負担とする。 ハイクリブーム １０ａ ２，７００円 

ドローン １０ａ １，８２０円 

遊 休

農 地 

耕起作業(１回) １０ａ ６，５６０円 オペレーター、燃料含む。 

草刈等（ﾌﾚｰﾙﾓｱ） １０ａ ６，９１０円 オペレーター、燃料含む。 

【農地の賃借料情報は裏面】 

作   業   名 単 位 金  額 摘       要 

一 般 農 作 業 1日当たり ８，２６４円 実働８時間（食事なし） 



【農地の賃借料情報】 

 令和７年１月から令和７年１２月までに農業委員会・中間管理機構を通して貸借のあった田10ａ当たり

の賃借料情報です。 

 なお、この賃借料情報は、実勢の集計であり、拘束力はなく、参考として提供するもので、実際の賃借

料を決定する際には、対象となる農地の条件等により、貸し手と借り手の両者でよく話し合って決めてく

ださい。 

地 域 名 平 均 額 (円) 最 高 額 (円) 最 低 額 (円) 筆      数 

中 村 地 区 ６，９００ １０，０００ ５，０００ １６ 

大 野 地 区 ５，０００ ５，０００ ５，０００ ５ 

飯 豊 地 区 １１，０００ ２０，０００ ８，０００ １２９ 

山 上 地 区 ７，７００ ７，７００ ７，７００ ２ 

玉 野 地 区 ----------- ----------- ----------- ----------- 

磯 部 地 区 ９，０００ １０，０００ ５，０００ ２３ 

日立木地区 ９，９００ １３，０００ ４，５００ ８６ 

八 幡 地 区 ８，３００ １３，０００ ３，０００ １２３ 

＊金額は算出結果を四捨五入し１００円単位としている。 

＊物納、農地法第３条の賃貸借は含まない。 

＊市内全域の平均額の30％未満のものは、特殊な取引であるとして集計から除外。 

 過去５年間各地域賃借料の平均額の推移 

地 域 名 ７年 (円） ６年 (円） ５年（円） ４年（円） ３年（円） 

中 村 地 区 ６，９００ ６，３００ ６，２００ ９，６００ ４，５００ 

大 野 地 区 ５，０００ ７，３００ ７，２００ ５，０００ ６，３００ 

飯 豊 地 区 １１，０００ １１，０００ ７，９００ １０，３００ １１，５００ 

山 上 地 区 ７，７００ ４，０００ ７，７００ ４，９００ ６，７００ 

玉 野 地 区 ----------- ----------- ５，７００ ----------- ----------- 

磯 部 地 区 ９，０００ ８，４００ １２，７００ １１，６００ ５，０００ 

日立木地区 ９，９００ ７，６００ ７，０００ ９，３００ ５，８００ 

八 幡 地 区 ８，３００ ５，０００ ７，０００ ６，５００ ５，８００ 

 令和７年・６年・５年の平均額及び合計筆数 

地 域 名 平 均 額 (円) 筆      数 

中 村 地 区 ６，４００ ５７ 

大 野 地 区 ７，２００ １７６ 

飯 豊 地 区 １０，２００ １９８ 

山 上 地 区 ６，８００ １３ 

玉 野 地 区 ５，７００ ４８ 

磯 部 地 区 ９，１００ １０４ 

日立木地区 ８，１００ ２９７ 

八 幡 地 区 ６，１００ ５９０ 

相馬市農業委員会 


